
茨城県登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録等実施要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は，社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62年法律第 30号。以下

｢法｣という。），社会福祉士及び介護福祉士法施行令（昭和 62 年政令第 402 号。

以下｢施行令｣という。），社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62 年厚生

省令第 49 号。以下｢省令｣という。），介護サービスの基盤強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 72 号。以下｢改正法｣という。）及

び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令（平成 23 年厚生

労働省令第 126 号。以下「改正省令」という。）に定めるもののほか，喀痰吸引

等業務及び特定行為業務を行う障害福祉サービス事業者の登録等に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 

（登録の申請） 

第２条 法第 48条の３第１項及び第２項又は法附則第 20条の規定により申請をし

ようとする者は，登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録申請書（様

式１－１）に次に掲げる書類を添えて，事業開始予定日の 30 日前までに知事に

提出しなければならない。 

（１）申請者が法人である場合は法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書 

（２）申請者が個人である場合は住民票の写し 

（３）介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿（様式１－２） 

（４） 社会福祉士及び介護福祉士法第 48 条の４各号の規定に該当しない旨の誓

約書（様式１－３） 

（５）登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録適合書類（様式１－４） 

（６）その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定により登録を申請した者が，法第 48 条の５第１項に掲げる要件の

全てに適合し，法第 48 条の４各号のいずれにも該当しないときは，知事は，法

第 48 条の５の規定に基づき，登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登

録簿（様式２）により登録し，登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登

録通知書（別添様式１）により登録者に通知するものとする。 

 



（登録更新の申請） 

第３条 前条の規定により喀痰吸引等業務の登録又は特定行為業務の登録を受け

た者であって喀痰吸引等の行為又は法附則第３条の特定行為の追加にかかる登

録の申請をしようとする者は，法第 48条の３第１項及び第２項又は法附則第 20

条の規定に基づき，登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録更新申請

書（様式第３－１）に次に掲げる書類を添えて，追加行為開始予定日の 30 日前

までに知事に提出しなければならない。 

（１）登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録適合書類（様式１－４） 

（２）喀痰吸引等業務の実施に係る備品一覧 

（３）緊急時の体制に関する資料 

（４）記録等の整備状況に関する資料 

（５）実地研修の実施に関わる資料（登録喀痰吸引等事業者のみ） 

（６）その他知事が必要と認める書類 

２ 登録の更新をしたときは，知事は，登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業

者）登録更新通知書（別添様式２）により事業者に通知するものとする。 

 

（変更登録及び登録辞退の届出） 

第４条 第２条により登録を受けた者は，法第 48 条の３第２項第１号から第３号

までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ，同項第４号に掲げる事

項に変更しようとするときは遅滞なく，登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事

業者）変更登録届出書（様式３－２）を，法第 48条の６第１項の規定に基づき，

知事に提出しなければならない。 

２ 登録特定行為事業者が新たに登録喀痰吸引等事業者として変更登録（追加付

番）する場合には，前項の規定にかかわらず，登録喀痰吸引等事業者（登録特定

行為事業者）変更登録届出書（様式３－２）に次に掲げる書類を添えて変更予定

日の 30日前までに知事に提出しなければならない。 

 （１）介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 

 （２）介護福祉士国家試験（平成 29年１月以降）合格者の介護福祉士登録証 

 （３）実地研修実施方法書 

３ 登録喀痰吸引等事業者が喀痰吸引等業務（登録特定行為事業者にあっては特定

行為業務）を行う必要がなくなったときは，法第 48 条の６第２項の規定に基づ



き，登録を辞退する日の 30 日前までに登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事

業者）登録辞退届出書（様式３－３）を知事に提出しなければならない。 

４ 前項の規定による届出があったときは，当該登録喀痰吸引等事業者又は登録特

定行為事業者の登録は，その効力を失う。 

 

（登録の取消し等） 

第５条 第２条により登録を受けた者が，次の各号のいずれかに該当するときは，

知事は法第 48 条の７の規定に基づき，その登録を取り消し，又は期間を定めて

喀痰吸引等業務（登録特定行為事業者にあっては特定行為業務）の停止を命ずる

ことができる。 

（１）法第 48条の４各号（第３号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき 

（２）法第 48条の５第１項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき 

（３）法第 48条の６第１項の規定による届出をせず，又は虚偽の届出をしたとき 

（４）虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき 

２ 前項について，知事は，別に定める様式により事業者に命ずるものとする。 

 

（公示） 

第６条 知事は次に掲げる場合には，法第 48 条の８の規定に基づき，その都度，

公示するものとする。 

（１）登録をしたとき。 

（２）法第 48 条の６第１項の規定による届け出（氏名若しくは名称若しくは住所

又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。）があったとき。 

（３）法第 48条の６第２項の規定による届け出があったとき。 

（４）法第 48 条の７の規定により登録を取り消し，又は喀痰吸引等業務（登録特

定行為事業者にあっては特定行為業務）の停止を命じたとき。 

２ 前項の公示は，県のホームページ上に掲載して行うものとする。 

 

（報告） 

第７条 知事は，省令附則第 11条第２項第６号の規定に基づき，登録喀痰吸引等 

事業者に対し，喀痰吸引等研修 実施結果報告書（様式４）及び喀痰吸引等研修  

研修修了者管理簿（様式５）により，喀痰吸引等実地研修の実施状況を確認する 



ため，別に定める日までに提出させることができる。 

また，法第 48条の９において準用する法第 19条の規定に基づき,知事は,法を

施行するため必要があると認めるときは,その必要な限度で,登録喀痰吸引等事

業者若しくは登録特定行為事業者に対し,報告させることができる。 

 

（立入検査） 

第８条 法第 48 条の９若しくは法附則第 18 条若しくは法附則第 20 条第２項にお

いて準用する法第 20 条の規定に基づき，知事は，法を施行するため必要がある

と認めるときは，その必要な限度で，その職員に，登録喀痰吸引等事業者若しく

は登録特定行為事業者の事務所に立ち入り，帳簿，書類その他必要な物件を検査

させ，又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査を行う職員は，その身分を示す証明書を携帯し，か

つ，関係者の請求があるときは，これを提示しなければならない。 

３ 第一項に規定する権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

 

 （関係書類の保存期間） 

第９条 登録喀痰吸引等事業者及び登録特定行為事業者は第２条から第４条で規 

定する登録，登録更新及び変更登録にかかる申請書及び添付書類を永年保存しな 

ければならない。 

 

（その他） 

第 10 条 この要項に定めるもののほか，登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事

業者）登録等に関し必要な事項は別に定める。 

 

付則 

この要項は，平成２４年４月１日から施行する。 

 

付則 

この要項は，平成３０年７月１８日から施行する。 

 

 



（別添様式１） 

障福指令第     号 

 

（別紙１，２ 法人住所） 

（別紙１，２ 法人名） 

 

 

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年５月２６日法律第３０号）第４８条の

３（法附則第２０条）の規定により，登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）

として次のとおり登録する。 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

茨城県知事   

 

 

１ 事業所の名称  （別紙１，２ 事業者名） 

 

２ 事業所の所在地  （別紙１，２ 事業者の住所） 

 

３ 登 録 番 号  （別紙１，２ 登録番号） 

 

４ 事 業 所 区 分   

 

５ 登 録 年 月 日  平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別添様式２） 

                          障福第     号 

                          平成 年 月  日 

 

            殿 

             

                       茨城県知事 

 

 

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録更新通知書 

 

 平成 年 月 日付けで申請のあった事業者については，社会福祉士及び介護福

祉士法（昭和６２年５月２６日法律第３０号。）第４８条の３（法附則第２０条）

の規定により，次のとおり登録更新したので通知します。 

 

 

１ 事 業 所 名 称 

 

２ 事業所の所在地 

 

３ 登 録 番 号 

 

４ 登録更新年月日 

 

 

 

 

 


